
庄内町 企業振興条例に基づく支援

支
援
詳
細

産業立地促進資金（山形県商工業振興資金）

本町における企業立地を促進する制度です。必要な資金を県と町が協調して、金融機関が融資
することにより工業団地に立地しようとする方、大規模な立地を行おうとする方等に対して、20
億円を限度に変動利率（年1.1％（令和7年4月１日時点））で融資します。
また、庄内町商工業振興資金利子補給補助金の対象資金としていますので、融資を受けた場

合に利子の1/2を3年間以内で補助します。

町内企業の育成と企業誘致を図るため、製造業等を営む事業者を支援します。

工場等を新設、移設又は拡充を行う場合、町民を新たに雇用する等の条件を満たすときに固定資
産税相当額を奨励金として2～5年間交付します。

用地取得助成金 面積に応じた額

庄内町臨空工業団地あまるめの用地を取得した事業者に対し、面積に応じて価格の35％～50％
を助成金として交付します。

雇用促進助成金 上限金額400万円

町指定の工業団地・工業地域・準工業地域において、新設、移設又は拡充し従業員を新たに20人
(中小企業者は5人)以上雇用したとき、雇用人数に応じて助成金を交付します。(上限額400万円)

設備投資・企業立地

企業振興奨励金
上限金額

固定資産税相当額

低利融資

先端設備等導入制度に係る支援

町内の中小企業者が、先端設備等の取得までに「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、
その計画に基づき導入した先端設備等について、固定資産税が3年間「1/2」になる等の優遇措
置を受けることができます。
対象となる設備は機械装置・器具備品などの償却資産、事業用家屋、構築物です。
この他、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」についても認定を受けることが可

能です。詳細は商工会や金融機関などの認定支援機関にご相談ください。

3年間

固定資産税1/2

庄内町 臨空工業団地あまるめ

所在地 庄内町家根合字中荒田地内
アクセス 日本海東北自動車道庄内空港I.Cから7km（車で9分）

庄内空港から7.5km（車で10分） （東京から約1時間30分）
必要に応じて、リースや分筆の相談も可能です。お気軽に土地開発公社に（42-0228）お問い

合わせください。

分譲地❶ 3259.43㎡ 分譲地❷ 2029.06㎡


